
お知らせ

ご寄付ありがとうございます

●保育支援者の配置のために（企業版ふるさと納税）
　�㈱名古屋銀行様（名古屋市中区）

「こども誰でも通園制度」
を開始します
　４月から、保護者の就労条件
を問わず、保育園などに通って
いない子どもの預かりを行いま
す（子ども１人あたり月10時
間まで）。
�生後６カ月～満３歳未満で、
保育所・幼稚園・認定こども
園・小規模保育事業所などを
利用していない子ども
�利用方法など詳しくは、
5422 を確認
　してください
保育課
　 32-1297

公共下水道の供用開始
169

供�用開始区域　日下部松野町三
丁目の一部（下図）
供用開始日　３月31日㈫
下水道課　 21-4199
大里駅

便利な口座振替を利用してください

　口座振替は、一度登録すれば、各税・料金の納期限に自動で
振替されるため、納期を気にせずに納付できる大変便利な制度
です。

申�込方法　預（貯）金通帳と通帳届出印を持参の上、市の取扱
金融機関または収納課・支所・市民センターの窓口で手続き
してください（登録は市の取扱金融機関のみ可能）。口座振
替依頼書を市または金融機関が受理した日の翌月末の納期分
から振替を開始します
�４月30日㈭納期限の固定資産税・都市計画税（１期分・前納）
から口座振替を希望する方は、３月31日㈫までに手続きが
必要です

●市税・料金の納付は、次の方法でも納付できます
・�市役所・支所・市民センター、市の取扱金融機関窓口で
の納付
・コンビニエンスストアでの納付
・クレジットカード・ペイジー決済による納付
・�スマホ決済（PayPay、ファミペイ、au PAY、ｄ払い、
PayB）による納付

・共通納税システムによる納付
�一部取り扱いできない科目もあります。詳しくは、
301 で確認してください

収納課　 32-1247　 298　保護者の仕事と育児の両立を支援するため、病気または病気の回
復期にあり集団保育などが困難で、保護者の就労や疾病などにより
家庭で保育できない児童を一時的に施設で預かる病児・病後児保育
施設を、市民病院の敷地内に開所します。
開所日　４月１日㈬
利�用可能日時　月～金曜（祝・休日、年末年始は除く）、午前８時～
午後６時
�病気または病気の回復期にある生後６カ月～小学校６年生の子ども
各日６人（先着）
利�用方法　３月２日㈪から、予約専用サイトで事前登録の上、利用
希望日の午前中までに申し込み　※利用前までに医療機関を受診
し、医師による利用連絡票への記入が必要

病児・病後児保育施設を開所します

予約専用サイトの登録方法、利用料金など詳し
くは、市ホームページで確認してください

●見学会を開催します
３月28日㈯、午前10時～11時
�車でお越しの方は、市民病院駐車
場を利用してください

　現在の「稲沢市ステージアッププラン（第６次稲沢
市総合計画）」が令和９年度に満了することから、令
和10年度からの新しい総合計画「（仮称）第７次稲沢
市総合計画」を策定するにあたり、市の選任する学識
経験者や各種団体の代表者と共に、総合計画審議会で
審議していただく市民委員を募集します。　※平日の
昼間に８回程度開催予定
募集人数　４人（書類選考）
応募資格　市内に住所を有する18歳以上の方
任期　令和８年４月～令和９年３月（予定）

総合計画審議会委員を募集します 5414

謝礼　市の規定による
�３月２日㈪～23日㈪（必着）に、作文へ住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号を記入の上、郵送
（〒492-8269　住所不要）、FAX（23-1489）、
Eメール（kikaku@city.inazawa.aichi.jp）ま
たは直接、秘書政策課（ 32-1139）へ
作�文のテーマ　応募の動機や市のまちづくりへの意
見・提案（400～ 800字）
応募された方全員に選考結果をお知らせします

　休日受付窓口を市民課で臨時開設し、住民異動届の
受け付けなどを行います。
�３月28日㈯、４月４日㈯、 午前９時～正午　※３
月28日㈯はマイナンバーカード交付・申請窓口も
開設
市役所市民課
�住民異動届に関係のない業務は受け付けできません
ので、ご注意ください
市民課　 32-1311

臨時休日窓口（年度末・年度始め）をご利用ください 624

取�扱内容
住民異動届（転入届、転居届、転出届など）、
住民異動に伴う各種手続き（健康保険の被保険
者等資格確認書類を持参した方の子ども医療費
受給者証、児童手当の受け付けなど）、証明書
などの交付（住民票の写し、戸籍関係の証明書、
印鑑登録証明書など）、各種申請（印鑑登録申請、
自動車臨時運行許可申請など）

子育て支援課　 32-1299

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。
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